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金
滞
古
瞭
志
巻
五

と
見
え

τ、
北
僚
丸
代
記
巻
こ
に
、
合
所
に
は
在
a
鎌
倉
-
の
大
名
・
小

名
の
名
字
を
書
き
て
掛
け
ら
れ
‘
額
朝
毎
日
是
を
一
覧
せ
ら
る
と
見

え
、
太
平
記
巻
三
十
七
に
、
佐
渡
判
官
入
選
道
春
都
落
の
時
‘
我
が

宿
所
へ
は
、
定
め
て
さ
も
と
あ
る
大
絡
を
入
替
へ
ん
と
て
、
六
聞
の

合
所
に
は
大
紋
の
昼
を
敷
き
尚
昆
べ
た
り
。
と
あ

p
。
此
の
外
に
も
倫

合
所
て
ふ
と
と
、
彼
是
足
利
幕
府
中
の
記
録
共
に
見
ゆ
れ
ど
、
今
愛

に
は
一
こ
を
引
詮
す
る
の
み
。
又
右
新
丸
の
緒
役
所
は
、
貨
暦
五
年

幕
府
目
附
衆
来
着
尋
問
の
答
書
に
‘
家
老
寄
合
所
一
ナ
所
、
作
事
所

一
・
ゲ
所
、
割
場
一
・
グ
所
‘
曾
所
一
・
グ
所
、
右
四
ク
所
大
乎
横
廓
内
に

御
座
候
。
と
あ
り
。
農
務
の
後
、
議
済
舘
中
の
英
事
部
を
、
合
所
跡

へ
移
し
て
、
抱
注
舘
と
稽
す
る
慮
、
明
治
三
年
十
一
月
設
遼
舘
へ
合

併
せ
り
。

。
西
町
田
門

此
の
門
は
‘
合
所
・
割
場
等
よ
り
西
町
口
へ
の
遇
門
也
。
金
披
深
秘
録

広
、
西
町
門
は
町
名
に
依
っ
て
名
付
け
た
る
欺
。
叉
方
角
西
に
蛍
る

に
よ
り
名
付
け
た
る
欺
。
西
町
口
は
‘
昔
道
場
の
時
の
惣
門
た
り
。

佐
久
間
時
代
ま
で
越
中
敵
地
な
る
ゆ
ゑ
に
‘
河
北
口
を
大
手
と
す
と

い
へ
り
。
加
府
事
逃
質
鍛
に
云
ふ
。
佐
久
間
の
時
代
ま
で
は
、
西
町
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事

州
七
尾
よ
り
入
城
せ
ら
れ
、
慶
長
四
年
間
三
月
三
日
揖
州
大
坂
邸
に

菟
逝
し
給
へ
り
。
在
披
凡
そ
十
七
年
。
二
世
指
正
二
位
大
納
言
利
長

卿
‘
同
年
八
月
大
坂
よ
り
蹄
園
、
越
中
宮
山
よ
り
入
按
せ
ら
れ
、
慶

長
十
年
六
月
致
仕
‘
富
山
披
へ
退
隠
し
給
ふ
。
金
樺
在
披
僅
に
七
年

た
り
。
三
世
植
中
納
言
従
三
位
利
常
卿
同
年
六
月
纏
嗣
あ
り
て
、
寛

永
十
六
年
六
月
致
仕
.
明
年
六
月
江
戸
よ
り
加
州
小
松
披
へ
退
隠
し

給
ふ
。
金
滞
在
披
凡
そ
三
十
五
年
。
四
世
正
四
位
下
左
近
衛
権
少
将

光
高
卿
、
寛
永
十
六
年
六
月
縫
嗣
、
間
十
一
月
江
戸
よ
り
金
津
へ
入

城
、
正
保
二
年
四
月
五
日
武
州
江
戸
辰
口
邸
に
逝
去
し
給
ふ
。
金
滞

在
披
僅
に
七
年
。
五
世
参
議
従
三
位
左
近
衛
権
中
将
綱
紀
卿
、
正
保

二
年
六
月
縫
嗣
、
寛
文
一
元
年
七
月
江
戸
よ
り
金
津
へ
入
按
、
享
保
八

年
五
月
致
仕
.
明
年
五
月
九
日
江
戸
本
郷
邸
に
菟
逝
し
給
ふ
。
金
潜

在
按
凡
そ
六
十
三
年
。
六
世
参
議
亙
四
位
下
左
近
衛
構
中
将
吉
徳

卿
、
享
保
八
年
五
月
繕
闘
、
周
年
九
月
江
戸
よ
り
金
津
入
按
‘
延
享

二
年
六
月
十
二
日
金
滞
械
に
箆
宇
。
在
披
凡
そ
二
十
三
年
。
七
世
疋

四
位
下
左
近
衛
纏
中
将
告
示
辰
卿
.
延
享
二
年
七
月
継
嗣
、
明
年
十
二

月
十
二
日
江
戸
本
郷
邸
に
逝
去
す
。
在
披
僅
に
二
年
。
八
世
正
四
位

下
左
近
街
楢
中
将
軍
痴
卿
、
延
享
四
年
正
月
繕
嗣
、
五
月
江
戸
よ
り

金
滞
古
蹟
志
巻
五

五
O 

大
手
た
り
。
昔
一
挟
営
披
を
鍵
ひ
防
践
す
。
今
の
寄
蝶
三
筒
屋
漣
則

ち
古
戟
場
也
。
因
っ
て
山
科
屋
々
敷
折
々
陰
火
起
る
と
云
ふ
。
三
箇

屋
は
、
不
明
門
の
方
に
向
ひ
左
の
角
也
と
。
山
科
屋
の
屋
敷
迫
っ
て

可
v
帯
。
と
あ
り
。
右
三
箇
屋
が
家
は
‘
上
堤
町
四
ヴ
辻
の
角
家
也
と
い

へ
り
。
三
州
志
来
因
概
寛
附
録
に
は
、
佐
久
間
盛
政
尾
山
携
を
信
長

公
よ
り
賜
は
り
て
、
自
ら
按
細
を
改
め
、
東
方
に
監
を
掘
り
‘
西
町

口
を
正
門
と
し
、
御
山
を
尾
山
と
改
字
し
て
居
城
と
す
。
然
れ
E
も

此
の
時
単
操
列
栂
の
み
怠
り
と
-Z
停
へ
た
り
。
と
い
へ
り
。
延
費
六

年
十
二
月
の
金
調
停
廻
御
畑
地
取
調
書
に
、
一
ク
所
、
御
城
中
西
町
御

門
之
上
。
と
あ
り
。
此
の
頃
は
明
地
あ
り
て
、
畑
地
に
成
り
居
た
る

占

μ。
簿
侯
泉
世
居
誠
年
暦

抑
e
金
津
尾
山
府
城
、
落
侯
居
城
の
年
暦
を
考
ふ
る
に
、
正
親
町
天
皇

の
御
世
天
正
八
年
尾
山
落
成
の
後
、
佐
久
間
盛
政
居
按
と
た
し
、
同

十
一
年
四
月
江
州
柳
ケ
淑
敗
軍
の
際
捻
と
成
り
、
京
都
六
僚
河
原
に

於
て
諒
せ
ら
る
。
放
に
盛
政
在
城
僅
に
四
年
許
た
り
。
さ
て
前
田
家

の
始
組
脂
従
一
位
前
権
大
納
言
菅
原
利
家
卿
1

同
年
四
月
加
州
石

川
・
河
北
爾
郡
の
盛
政
が
遺
封
を
賜
は
り
、
尾
山
を
居
城
と
た
し
、
能

s
-
w，
町
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入
城
、
質
暦
三
年
四
月
十
二
日
江
戸
本
郷
邸
に
逝
去
す
。
在
披
七

年
。
丸
世
正
四
位
下
左
近
衛
構
少
将
霊
靖
卿
、
貧
暦
三
年
五
月
縫
嗣
、

九
月
江
戸
よ
り
入
減
、
十
月
五
日
金
津
誠
に
逝
去
す
。
在
披
僅
に
ニ

ク
月
。
十
世
正
四
位
下
左
近
衛
構
中
将
軍
敏
卿
、
貸
暦
四
年
三
月
繕

嗣
、
八
月
江
戸
よ
り
入
城
、
明
和
八
年
四
月
設
仕
、
金
谷
殿
に
退
隠

し
給
ふ
。
在
披
十
八
年
。
十
一
世
会
議
正
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
治

傍
卿
、
同
年
四
月
線
問
、
八
月
江
戸
よ
り
入
城
.
享
和
二
年
三
月
致

仕
、
金
谷
殿
に
退
隠
し
給
ふ
。
在
披
凡
そ
三
十
二
年
。
十
二
世
疋
四

位
下
左
近
衛
様
中
将
持
庚
卿
、
享
和
二
年
三
月
継
嗣
、
八
月
江
戸
よ

り
入
城
.
文
政
五
年
十
一
月
致
仕
、
竹
津
殿
に
退
隠
し
給
ふ
。
在
披

凡
そ
二
十
一
年
。
十
三
世
正
二
位
前
権
中
納
言
部
門
泰
卿
‘
文
政
五
年

十
一
月
織
鋼
、
江
戸
よ
り
入
城
、
鹿
臆
二
年
四
月
致
仕
‘
金
谷
殿
に

退
際
、
後
東
京
.
へ
移
住
し
給
ふ
。
在
披
凡
そ
四
十
五
年
。
十
四
世
従

三
位
前
参
議
櫨
中
将
金
津
藩
知
事
庭
事
卿
、
慶
臆
二
年
四
月
縫
閥
、

江
戸
よ
り
入
披
の
慮
、
明
治
二
年
二
月
加
能
越
三
州
封
土
奉
還
の
旨

出
願
，
七
月
情
願
之
趣
被
=
聞
食
一
更
に
金
津
藩
知
事
に
被
v
任
。
依
り

て
周
年
十
一
月
披
地
を
退
去
し
て
、
小
立
野
庚
坂
本
多
費
松
の
居
第

に
寓
居
せ
ら
れ
、
同
四
年
七
月
慶
務
置
臓
の
御
強
令
あ
り
て
、
八
月

五




